届　　　出　　　書

特定行政庁　様
建築基準法第85条第1項もしくは第2項または第87条の3第1項の規定による応急仮設建築物の建築は、以下のとおりです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日

申請者　住所

氏名　　　　　　　　　　　　　　　
1． 申請地の地名地番

2． 主要用途

3． 着工年月日
工事完了予定年月日

4． 延べ面積
5． 遵守事項
· 当該規定により応急仮設建築物の建築工事または災害救助用建築物、公益的建築物への用途変更を行い、当該工事を完了した日から3ヶ月を超えて2年以内の期間で存続させようとする場合は、その日を超えることとなる前の日までに特定行政庁の許可を受けます。
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